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組織名 役職 氏名 代理（役職） 氏名

会長 国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所長 田村　桂一 田村　桂一 対面

副会長 山口県土木建築部 道路整備課長 福田　将之 福田　将之 対面

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 山口高速道路事務所長 桐野　義忠 桐野　義忠 対面

下関市 建設部長 伊藤　隆 （代理）施設係長 八木　勇二 Ｗｅｂ

宇部市 土木建設部長 宗野　行展 （代理）課長 中村　伸一 対面

山口市 都市整備部長 清水　弘美 （代理）主幹 山根　誠司 対面

萩市 土木建築部長 中屋　英典 中屋　英典 Ｗｅｂ

（随行）次長 木村　宏 Ｗｅｂ

（随行）係長 野上　郁雄 Ｗｅｂ

防府市 土木都市建設部長 藤本　英明 （代理）主幹 田頭　裕文 対面

下松市 建設部長 大木　則英 （代理）土木課長 在津　剛 Ｗｅｂ

岩国市 建設部長 村重　総一 村重　総一 Ｗｅｂ

（随行）道路課橋りょう班長 山崎　進 Ｗｅｂ

光市 建設部長 酒向　教夫 （代理）道路河川課長 山本　義明 Ｗｅｂ

長門市 建設部長 濱谷　浩司 （代理）技術補佐 管田　央信 Ｗｅｂ

（随行）主任 山田　拓哉 Ｗｅｂ

柳井市 建設部長 礒部　浩昭 （代理）課長補佐 恩田弘泰 Ｗｅｂ

美祢市 建設農林部長 市村　祥二 （代理）部次長 中村　壽志 Ｗｅｂ

（随行）主査 松本　寛之 Ｗｅｂ

周南市 建設部長 櫛部　貴士 （代理）課長 秋元　直幸 対面

（随行）室長 山本　謙介 対面

山陽小野田市 建設部長 井上　岳宏 （代理）課長 大和　毅司 Ｗｅｂ

（随行）係長 中村　友哉 Ｗｅｂ

周防大島町 産業建設環境部長 松村　浩 （代理）班長 藤谷　昌弘 Ｗｅｂ

（随行）主事 大田　悠輝 Ｗｅｂ

和木町 都市建設課長 山下　純二 山下　純二 Ｗｅｂ

上関町 土木建築課長 田中　健一 （代理）主任主事 佐原　哲文 Ｗｅｂ

田布施町 建設課長 松葉　譲児 松葉　譲児 Ｗｅｂ

平生町 建設課長 伊藤　正晴 （代理）主事 森下　晃成 Ｗｅｂ

阿武町 土木建築課長 近藤　慎治 （代理）主事 椙本　佑磨 Ｗｅｂ

国土交通省中国地方整備局 中国技術事務所長 前田　文雄 （代理）課長 三浦　道人 対面

国土交通省中国地方整備局 中国道路メンテナンスセンター長 鈴木　晃 鈴木　晃 Ｗｅｂ

（随行）係長 中村　佳彦 Ｗｅｂ

一般財団法人山口県建設技術センター 技術部　技術部長 松村　和紀 松村　和紀 Ｗｅｂ

地域道路調整官 錦織　直樹 錦織　直樹 対面

道路保全企画官 佐々田　敬久 佐々田　敬久 対面

企画部　広域計画課長 清家　貴之 対面

道路部　地域道路課長 尾畑　哲格 Ｗｅｂ

道路部　地域道路課　課長補佐 福島　琢二 Ｗｅｂ

道路部　地域道路課　課長補佐 石田　高嗣 対面

道路部　道路構造保全官 山本　順也 対面

道路部　道路構造保全官 板谷　行順 対面

副所長（管理） 岡本　慎二 対面

総括保全対策官 井畑　雅之 対面

課長 中尾　真也 対面

保全対策官 小野村　光正 対面

係長 千石　采佳 対面

主幹 藤重　浩雄 Ｗｅｂ

主査 吉村　崇 対面

主任 草園　大樹 Ｗｅｂ

技師 吉金　大貴 Ｗｅｂ

統括課長 城戸　靖彦 対面

統括課長 中島　和樹 対面

オブザーバー 国土交通省 中国地方整備局

会議参加形式

出席者

令和７年度　第１回　山口県道路メンテナンス会議　出席者名簿　

国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所

国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　道路管理第二課

事務局

山口県土木建築部　道路整備課

国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　道路管理第二課

西日本高速道路株式会社中国支社　周南高速道路事務所 統括課

国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所

山口県土木建築部　道路整備課

西日本高速道路株式会社中国支社　山口高速道路事務所 統括課

山口県土木建築部　道路整備課

山口県土木建築部　道路整備課

国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　道路管理第二課



開催場所：山口河川国道事務所　第１会議室

令和７年度　第１回　山口県道路メンテナンス会議　配席表

山口河川国道事務所長
山口県　土木建築部

道路整備課長
西日本高速道路

山口高速道路事務所長

記者席

随行者

中国技術事務所長
（代理）

事務局

事務局

中国地方整備局
地域道路調整官

中国地方整備局
道路保全企画官

宇部市
道路建設部長

（代理）

山口市
都市整備部長

（代理）

防府市
土木都市建設部長

（代理）

周南市　建設部長
（代理）

中国地方整備局
企画部広域計画課長

入

口
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山口県道路メンテナンス会議規約

（名 称）

第１条 本会議は、「山口県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。 

（目 的）

第２条 会議は、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２８条の２に規定の「協議会」に位

置付けるものとし、山口県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・老朽化対策の強化等を図

ることを目的とする。

（協議事項）

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

一 道路施設の維持管理等に係る情報共有・情報発信に関すること。

二 道路施設の点検及び修繕計画等の把握・調整に関すること。

三 道路施設の技術基準類、健全性の診断及び技術的支援等に関すること。

四 その他道路の管理に関連し会長が必要と認めた事項

（組 織）

第４条 会議は、別表１に掲げる、山口県内における高速自動車国道、一般国道、県道及

び市町道の各道路管理者等で組織する。

２ 会議には、会長及び副会長２名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局山

口河川国道事務所長、副会長は山口県土木建築部道路整備課長及び西日本高速道路株式

会社中国支社山口高速道路事務所長とする。

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、専門部会を設置することがで

きる。

５ 会議には、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町道の各道路管理者の幹事会を置

くものとし、構成は別表２のとおりとする。

６ 会議に、道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等へ

の技術相談の窓口を設置し、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所総括保全対

策官が担当する。

（会議の運営）

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。

（幹事会）

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。

一 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。

二 会議における議題の調整に関すること。

三 その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。
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（事務局）

第７条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所道路管理第二課、

山口県土木建築部道路整備課、西日本高速道路株式会社中国支社山口高速道路事務所統

括課及び西日本高速道路株式会社中国支社周南高速道路事務所統括課に置く。

（規約の改正）

第８条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行う。

（その他）

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。

（附 則）

本規約は、平成２６年５月２９日から施行する。

平成２７年 ６月１０日 別表１、別表２改正

平成２８年 ７月 ６日 別表１、別表２改正

平成２９年 ７月１０日 別表１、別表２改正

平成３０年 ７月 ９日 別表２改正

令和 元年 ８月２６日 別表１、別表２改正

令和 ２年 ８月２８日 別表１、別表２改正

令和 ３年 ９月 ２日 別表２改正

令和 ４年 ９月 ２日 別表１、別表２改正

令和 ５年 ９月 ４日 別表２改正

令和 ６年 ９月 ９日 別紙２改正

令和 ７年１０月  日 別紙２改正 
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別表１

所　属 役職

会長 国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所長

副会長 山口県土木建築部 道路整備課長

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 山口高速道路事務所長

下関市 建設部長

宇部市 土木建設部長

山口市 都市整備部長

萩市 土木建築部長

防府市 土木都市建設部長

下松市 建設部長

岩国市 建設部長

光市 建設部長

長門市 建設部長

柳井市 建設部長

美祢市 建設農林部長

周南市 建設部長

山陽小野田市 建設部長

周防大島町 産業建設環境部長

和木町 都市建設課長

上関町 土木建築課長

田布施町 建設課長

平生町 建設課長

阿武町 土木建築課長

国土交通省中国地方整備局 中国技術事務所長

国土交通省中国地方整備局 中国道路メンテナンスセンター長

一般財団法人山口県建設技術センター 技術部　技術部長

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官

西日本高速道路中国支社 保全サービス統括課長

事務局

西日本高速道路株式会社中国支社　周南高速道路事務所 統括課

オブザーバー

令和７年度　山口県道路メンテナンス会議　名簿　

国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　道路管理第二課

山口県土木建築部　道路整備課

西日本高速道路株式会社中国支社　山口高速道路事務所 統括課
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別表２

所　属 役職

幹事長 国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 総括保全対策官

副幹事長 山口県 土木建築部 道路整備課 主査　主幹

副幹事長 西日本高速道路株式会社 中国支社 山口高速道路事務所 統括課長

西日本高速道路株式会社 中国支社 周南高速道路事務所 統括課長

下関市 道路河川建設課長

宇部市 道路整備課長

山口市 都市整備部 道路管理課長　道路建設課長

萩市 土木課長

防府市 道路課長

下松市 建設部 土木課長

岩国市 道路課長

光市 建設部次長兼道路河川課長

長門市 都市建設課長

柳井市 土木課長

美祢市 建設農林部次長

周南市 道路課長

山陽小野田市 土木課長

周防大島町 施設整備課長

和木町 都市建設課　課長補佐

上関町 土木建築課長補佐

田布施町 建設課長

平生町 建設課　課長補佐兼管理班長

阿武町 土木建築課　主任主事

国土交通省中国地方整備局　中国技術事務所 副所長

国土交通省中国地方整備局　中国道路メンテナンスセンター 技術課長

一般財団法人　山口県建設技術センター 技術課長

オブザーバー 国土交通省中国地方整備局　道路部地域道路課 課長

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路構造保全官

事務局 国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　道路管理第二課

山口県土木建築部　道路整備課

西日本高速道路株式会社中国支社　山口高速道路事務所 統括課

西日本高速道路株式会社中国支社　周南高速道路事務所 統括課

令和７年度　山口県道路メンテナンス会議 幹事会名簿
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【機密性２】⼭⼝県道路メンテナンス会議 年間スケジュール

・令和６年度の点検結果、修繕実施状況
・令和７年度⾃治体技術⽀援（活動予定）
・課題の共有、連絡調整 など

・令和７年度点検実施結果（⾒込み）

・点検⽀援技術現地⾒学(予定)
・令和７年度の点検⾒込、修繕実施状況
・令和８年度の点検計画
・令和７年度⾃治体技術⽀援（活動報告）
・直轄診断箇所の推薦 など
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【機密性２】

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Chugoku Regional Development Bureau

中国地⽅整備局
⼭⼝河川国道事務所

中国地方整備局山口河川国道事務所の取組状況

中国地方整備局
山口河川国道事務所
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【機密性２】自治体支援の取り組み 中国地方整備局
山口河川国道事務所

■令和６年度の実績
イベント名 日時 開催場所 主催 参加人数

定期点検要領の改訂に伴う
現地講習会

令和６年
５月３１日

山口市
山口県道路メンテナンス

会議事務局
７５名

VRを活用した橋梁点検講習会
令和６年
８月８日

山口河川国道事務所
中国道路メンテナンス

センター
２５名

橋梁点検勉強会
（下関会場）

令和６年
１０月２８日

下関市
山口県道路メンテナンス

会議事務局
２２名

トンネル点検勉強会
令和６年
１１月１日

山口市
山口県道路メンテナンス

会議事務局
１２名

橋梁点検勉強会
（柳井会場）

令和６年
１２月１２日

柳井市
山口県道路メンテナンス

会議事務局
２９名

イベント名 日時 開催場所 主催 参加人数

VRを活用した橋梁点検講習会
令和７年
７月２４日

山口河川国道事務所
中国道路メンテナンス

センター
１８名

橋梁点検勉強会
（山口県西部）

令和７年
１０月～１１月

山口県西部地区
山口県道路メンテナンス

会議事務局
随時募集

トンネル点検勉強会
令和７年

１０月～１１月
山口県内

山口県道路メンテナンス
会議事務局

随時募集

橋梁点検勉強会
（山口県東部）

令和７年
１０月～１１月

山口県東部地区
山口県道路メンテナンス

会議事務局
随時募集

■令和７年度の計画・実績
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【機密性２】令和６年度の取組結果（橋梁点検勉強会（山口県西部））

• 点検要領の改訂に伴う点検診断、点検支援技術の紹介など、最新の知見を習得する勉強会を開催。
• 今回の勉強会は、現地調査では点検支援技術の説明、損傷状況の確認を行い、点検要領改訂に伴う座学

では班毎でのディスカッション（様式作成）、様式作成の解説を行った。

開催日時：令和６年１０月２８日（月）１３：３０～１６：３０
開催場所：〔現地調査会場〕国道２号 小月第１高架橋、市道 唐樋橋（下関市管理）、

〔座学会場〕乃木浜総合公園 管理棟会議室
参 加 者：山口県、岩国市、下関市、直轄の技術職員、（一財）建設技術センター職員 ２２名が参加

中国地方整備局
山口河川国道事務所

（アンケート結果）
○経験年数：経験年数１年未満の方から１０年以上の方まで幅広く参加されていた。
○点検要領改訂に伴う勉強会の理解度：ほとんどの方が理解できた、または概ね理解できたという
回答であった。やや理解できないと回答があった方からは判断のすり合わせが上手くできなかっ
たとの回答があった。

○点検支援技術の説明の理解度：ほとんどの方が満足できたとの回答であった。理由としては、技
術を間近で見ることができたので良かったとの意見があった。

○講習内容：ほとんどの方が各々の自治体で利用できるとの回答であった。また点検結果と回答の
の乖離が大きかったとの意見もあった。

○今後実施して欲しい内容：診断・補修設計関係の内容を多く盛り込んで欲しい要望が多かった。
具体的意見の中に、ＡＩによる点検診断を取り入れて欲しいとの意見があった。

○自由意見：
・単径間の小規模な橋梁の点検について重点的に現地で話を聞きたい。
・点検等の流れ等を知ることができて良かった。
・事例を通じて点検結果の評価方法を学ぶことができ、大変有意義であった。
・従来の判断基準より点検しやすい基準だと感じた。
・基本的な知識の向上に役立った。
・診断の判断、反映が難しく重ねての勉強が必要と感じた。
・実務に直結していて良かった。

（勉強会の内容）
現地調査、座学それぞれの会場で、以下の説明を行った。
【現地調査】：損傷状況の確認（唐樋橋）、点検支援技術（ドローン）の説明（小月第１高架橋）
【座学】：橋梁点検要領の改訂に伴う新様式での点検調書の作成（班毎でのディスカッション方式）

様式作成の解説 現地調査（唐樋橋）

現地調査（小月第１高架橋）

点検要領改訂に伴う座学
（グループディスカッション）
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【機密性２】令和６年度の取組結果（トンネル点検勉強会）

• 点検要領の改訂に伴う点検診断、点検支援技術の紹介など、最新の知見を習得する勉強会を
開催。

• 今回の勉強会では、点検支援技術の説明、点検要領改訂の説明、変状の種類と対策区分判定
の説明を行った。

開催日時：令和６年１１月１日（金）１３：３０～１６：３０
開催場所：〔座学会場〕宮野除雪基地２Ｆ会議室

〔現地調査会場〕（国道９号 木戸山隧道）
参 加 者：山口県、長門市、直轄の技術職員 １２名参加

中国地方整備局
山口河川国道事務所

（アンケート結果）
○経験年数：１年未満～３年未満の方が多く受講されていた。
○理解度 ：全ての方が理解できた、概ね理解できたという回答だった。
○講習内容：大半の出席者が、今回の内容は今後利用できるとの回答で

あったが、点検実務について内容が少なかったとの意見
がった。

○今後実施して欲しい内容：点検、診断だけではなく補修（設計）（工
事）等の意見が多くあった。

○自由意見：
・点検要領改訂に伴い、追加された様式３の記載について、山口河川
国道事務所発注のトンネル点検業務での記載例を示して欲しかった。

・点検実務の時間を増やして欲しい。
・地方公共団体では技術よりもお金と人材の問題で点検そのものがで
きにくいのでないか。

・新技術を見る機会が中々ないため、現場研修は大変参考になった。

（勉強会の内容）
現地調査、座学それぞれの会場で、以下の説明を行った。
【座学】：点検要領改訂の説明、変状の種類と対策区分の判定の説明
【現地調査】：山口市の国道９号にある木戸山隧道で打音検査の体験、走行型高速３Ｄトンネル点

検システムのデモンストレーション、レーザー打音検査装置のデモンストレーショ
ンを見学した。

レーザー打音検査装置 座学（宮野除雪基地）

走行型高速３Ｄトンネル点検システム
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【機密性２】令和６年度の取組結果（橋梁点検勉強会（山口県東部））

• 点検要領の改訂に伴う点検診断、点検支援技術の紹介など、最新の知見を習得する勉強会を開催。
• 今回の勉強会は、現地調査では点検支援技術の説明、損傷状況の確認を行い、点検要領改訂に伴う座学

では班毎でのディスカッション（様式作成）、様式作成の解説を行った。

開催日時：令和６年１２月１２日（木）１３：３０～１６：３０
開催場所：〔現地調査会場〕市道 添田橋（柳井市管理）国道１８８号 新柳井大橋

〔座学会場〕柳井西福祉センター ２Ｆ大会議室
参 加 者：山口県、岩国市、柳井市、光市、下松市、田布施町

和木町、周防大島町、直轄の技術職員
２９名が参加

中国地方整備局
山口河川国道事務所

（アンケート結果）
○経験年数：経験年数１年未満の方から、１５年以上の方までが参加されていた。
○理解度：参加者全員が理解できたという回答であった。
○講習内容：ほとんどの方が各々の自治体での定期点検に利用できるとの回答であったが、

ドローンは利用できないとの回答もあった。
〇今後、実施してほしい内容：点検・診断関係を取り入れてほしいとの意見が多くあった。
○自由意見：
・ドローンの種類が多数あり、勉強になった。
・点検要領改訂の内容が理解できた。
・丁寧に質問に答えてもらった。
・ドローンは自動で３Ｄマッピングを作成するレベルでないと使えない。
・点検を行う際の着目点がわかった
・説明が丁寧でわかりやすかった。
・点検要領改訂に伴っての勉強会なので参考になった。
・点検を効率化できる新技術に触れることができた。

（勉強会の内容）
現地調査、座学それぞれの会場で、以下の説明を行った。
【現地調査】：損傷状況の確認（添田橋）、点検支援技術（ドローン）の説明（新柳井大橋）
【座学】：橋梁点検要領の改訂に伴う新様式での点検調書の作成（班毎でのディスカッション方式）

様式作成の解説

点検支援技術（ドローン）

現地調査（添田橋）

点検要領改訂に伴う座学
（グループディスカッション）11
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橋梁、トンネル等の点検実施状況・点検結果 3巡目（2024年度）

○ 全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検実施状況は、橋梁：18％、トンネル：17％、道路附属物等※ ：18％となっており、
２巡目１年目を上回り着実に進捗している。

○ 全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の割合は、
橋梁：7％、トンネル：24％、道路附属物等：9％ ※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

３巡目（2024年度）の点検実施状況

※（ ）内は、 2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

※（ ）内は、 2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

３巡目（2024年度）の点検結果

状態判定区分
構造物の機能に支障が生じていない状態。健全Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。
予防保全段階Ⅱ

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。
早期措置段階Ⅲ

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、

緊急に措置を講ずべき状態。
緊急措置段階Ⅳ

1

  2024年度       2巡目点検(実績)    
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判定区分Ⅲ

判定区分Ⅳ

国管理 床版鉄筋露出 地方自治体管理 主桁腐食 地方自治体管理 支承腐食

地方自治体管理 床版鉄筋露出 地方自治体管理 橋脚洗掘国管理 主桁腐食・欠損

※床版：橋の裏側

早期措置段階「構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態」

緊急措置段階「構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態」

橋梁の損傷事例

213



682橋

(0.1%)
643橋

(0.1%)

623橋

(0.1%)

68,369橋

(10%)

55,820橋

(8%)

52,864橋

(7%)

350,506橋

(49%)
363,926橋

(50%)
359,541橋

(50%)

296,909橋

(41%)
303,163橋

(42%)
311,231橋

(43%)

2018年度末 2023年度末 2024年度末

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

１巡目点検結果
(716,466橋)

２巡目点検結果
(723,552橋)

2024年度時点の
最新の点検結果
(724,259橋)

Ⅲ・Ⅳ計
69,051橋

Ⅲ・Ⅳ計
56,463橋

Ⅲ・Ⅳ計
53,487橋

○ 2024年度末時点での点検結果では判定区分の割合は、Ⅰ：43％、Ⅱ：50％、Ⅲ：7％、Ⅳ：0.1％であり、修繕等が必要な判定区
分Ⅲ・Ⅳの橋梁は53,487橋であった。

○ 1巡目点検終了時点と比較すると建設後50年以上経過した橋梁数は増加している一方で、年々判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数は着
実に減少している。

2024年度末時点での橋梁の判定区分毎の施設数と割合

※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。※判定Ⅳの施設については、早急に通行止めや通行規制等の緊急措置を行っている。

3

27%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

2018年度末

2023年度末

2024年度末

約13万橋

約21万橋

約23万橋

（参考）建設後50年を経過した橋梁の割合

※この他、古い橋梁など記録が確認できない
建設年度不明橋梁がある。
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63橋

(0.6%)
28箇所

(0.2%)

27箇所

(0.2%)

4,353橋

(41%)
3,260箇所

(29%)

3,125箇所

(28%)

5,990橋

(56%) 7,610箇所

(68%)
7,813箇所

(69%)

239橋

(2%)
325箇所

(3%)
325箇所

(3%)

2018年度末 2023年度末 2024年度末

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

１巡目点検結果
(10,645箇所)

２巡目点検結果
(11,223箇所)

Ⅲ・Ⅳ計
4,416箇所

Ⅲ・Ⅳ計
3,288箇所

2024年度時点の
点検結果

(11,290箇所)

Ⅲ・Ⅳ計
3,152箇所

4

2024年度末時点でのトンネルの判定区分毎の施設数と割合

※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。※判定Ⅳの施設については、早急に通行止めや通行規制等の緊急措置を行っている。

○ 2024年度末時点での点検結果では判定区分の割合は、Ⅰ：3％、Ⅱ：69％、Ⅲ：28％、Ⅳ：0.2％であり、修繕等が必要な判定区
分Ⅲ・Ⅳのトンネルは3,152箇所であった。

○ 1巡目点検終了時点と比較すると建設後50年以上経過したトンネルは増加している一方で、年々判定区分Ⅲ・Ⅳのトンネルは
着実に減少している。

（参考）建設後50年を経過したトンネルの割合

※この他、古いトンネルなど記録が確認できない
建設年度不明トンネルがある。
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2024年度末

約２千箇所

約３千箇所

約３千箇所
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○ 2024年度末時点の点検で早期に措置を講ずべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずべき状態（区分Ⅳ）と判定された橋梁
およびトンネルの修繕等措置実施状況は以下の通り。

（参考）2024年度末時点の点検にて判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁・トンネルの修繕等措置実施状況

5

管理者
うち完了（C）

1,436
(39%)

754
(21%)

2,200
(61%)3,636国土交通省

1,475
(54%)

571
(21%)

1,245
(46%)2,720高速道路会社

24,788
(53%)

10,604
(22%)

22,343
(47%)47,131地方公共団体

7,045
(42%)

4,044
(24%)

9,563
(58%)16,608都道府県

政令市等

17,743
(58%)

6,560
(21%)

12,780
(42%)30,523市区町村

27,699(52%)11,929(22%)25,788(48%)53,487合計

未着手
施設数

措置に着手済
の施設数（Ｂ）

措置が必要な
施設数（Ａ）

管理者
うち完了（C）

169
(41%)

86
(21%)

241
(59%)410国土交通省

230
(55%)

120
(29%)

186
(45%)416高速道路会社

958
(41%)

779
(33%)

1,368
(59%)2,326地方公共団体

597
(35%)

666
(39%)

1,132
(65%)1,729都道府県

政令市等

361
(60%)

113
(19%)

236
(40%)597市区町村

1,357(43%)985(31%)1,795(57%)3,152合計

未着手
施設数

措置に着手済
の施設数（Ｂ）

措置が必要な
施設数（Ａ）

＜橋梁＞ ＜トンネル＞
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管理者

うち完了（C）

816
(22%)

1,328
(36%)

2,891
(78%)3,707国土交通省

1,054
(39%)

937
(34%)

1,662
(61%)2,716高速道路会社

20,474
(42%)

15,574
(32%)

28,537
(58%)49,011地方公共団体

5,049
(30%)

5,945
(35%)

11,988
(70%)17,037都道府県

政令市等

15,425
(48%)

9,629
(30%)

16,549
(52%)31,974市区町村

22,344(40%)17,839(32%)33,090(60%)55,434合計

○ ２巡目（2019年度～2023年度）の点検で早期に措置を講ずべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずべき状態（区分Ⅳ）と判定
された橋梁のうち、修繕等の措置に着手した割合は、 2024年度末時点で国土交通省：78％、高速道路会社：61％、地方公共団
体：58％、完了した割合は、国土交通省：36％、高速道路会社：34％、地方公共団体：32％

○ 判定区分Ⅲ・Ⅳである橋梁は次回点検まで（５年以内）に措置を講ずべきとしているが、地方公共団体において５年以上経過
していても措置に着手できていない橋梁は約２割ある。

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況

完了済 着手済

2024年度末時点
措置着手率（B/A）、措置完了率(C/A)未着手

施設数
措置に着手済
の施設数（Ｂ）

措置が必要な
施設数（Ａ） 点検年度

2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

6：2024年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース
2019年度点検実施（5年経過）：100％、 2020年度点検実施（4年経過）：80％、2021年度点検実施（3年経過）：60％、2022年度点検実施（2年経過）：40％、2023年度点検実施（1年経過）：20％

（参考）2023年度末時点

うち完了

713
(19%)

2,380
(64%)

530
(20%)

1,223
(45%)

10,367
(21%)

23,342
(42%)

3,920
(23%)

9,797
(57%)

6,447
(20%)

13,545
(42%)

11,610(21%)26,945(48%)

措置に着手済
の施設数

100%

94%

79%

64%

48%

92%

84%

56%

48%

35%

76%

69%

60%

47%

33%

86%

81%

74%

65%

42%

71%

63%

54%

37%

26%
60%

73%

43%

26%

22%

13%

74%

47%

29%

19%

13%

52%

43%

30%

19%

10%

58%

49%

33%

22%

11%

50%

40%

29%

18%

10%
32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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管理者

うち完了（C）

97
(23%)

184
(43%)

325
(77%)422国土交通省

158
(37%)

198
(47%)

266
(63%)424高速道路会社

694
(29%)

1,044
(44%)

1,677
(71%)2,371地方公共団体

391
(22%)

918
(51%)

1,417
(78%)1,808都道府県

政令市等

303
(54%)

126
(22%)

260
(46%)563市区町村

949(29%)1,426(44%)2,268(71%)3,217合計

100%
98%

77%
65%

40%
100%

85%
64%

55%
28%

91%
90%

80%
70%

39%
96%

91%
84%

76%
44%

69%
76%

57%
51%

32%
71%

97%
62%

30%
13%
8%

93%
58%

46%
38%

14%
76%

66%
51%

32%
13%

82%
69%

55%
36%

13%
45%
43%

29%
21%

13%
44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

○ ２巡目（2019年度～2023年度）の点検で早期に措置を講ずべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずべき状態（区分Ⅳ）と判定
されたトンネルのうち、修繕等の措置に着手した割合は、 2024年度末時点で国土交通省：77％、高速道路会社：63％、地方公
共団体：71％、完了した割合は、国土交通省：43％、高速道路会社：47％、地方公共団体：44％

○ 判定区分Ⅲ・Ⅳである橋梁は次回点検まで（５年以内）に措置を講ずべきとしているが、地方公共団体において５年以上経過
していても措置に着手できていないトンネルは約１割ある。

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況

完了済 着手済

2024年度末時点
措置着手率（B/A）、措置完了率(C/A)未着手

施設数
措置に着手済
の施設数（Ｂ）

措置が必要な
施設数（Ａ） 点検年度

7

（参考）2023年度末時点

うち完了

116
(28%)

269
(64%)

128
(30%)

219
(52%)

692
(29%)

1,360
(57%)

629
(35%)

1,179
(65%)

63
(11%)

181
(32%)

936(29%)1,848(57%)

措置に着手済
の施設数

：2024年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース
2019年度点検実施（5年経過）：100％、 2020年度点検実施（4年経過）：80％、2021年度点検実施（3年経過）：60％、2022年度点検実施（2年経過）：40％、2023年度点検実施（1年経過）：20％

2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023

18



○ 市区地方公共団体における施設の集約・撤去・機能縮小等の検討状況は、2019年度末より毎年着実に増加しており、
2024年度末時点では92%となっている。

○ また、地方公共団体の取組の一助になるよう、道路橋等の集約・撤去の事例集を公開している。

地方公共団体における集約・撤去・機能縮小等の検討状況

8

【検討実施】

252団体

(14%)

【検討実施】

321団体

(18%)

【検討実施】

631団体

(35%)

【検討実施】

1,432団体

(80%)

【検討実施】

1,560団体

(87%)

【検討実施】

1,651団体

(92%)

【検討未実施】

1,536団体

(86%)

【検討未実施】

1,467団体

(82%)

【検討未実施】

1,157団体

(65%)

【検討未実施】

356団体

(20%)

【検討未実施】

228団体

(13%)

【検討未実施】

137団体

(8%)

2019年度末 2020年度末 2021年度末 2022年度末 2023年度末 2024年度末

1,788団体 1,788団体 1,788団体 1,788団体 1,788団体 1,788団体
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○ 直轄国道における2024年度の路面下空洞調査の調査延長は3,079km（調査対象延長の約15％）

○ 調査の結果、路面下空洞が4,739箇所確認され、そのうち路面陥没の可能性が高いと考えられる区分Aが119箇所（2％）

○ 区分Aの119箇所については、全ての箇所で修繕等に着手済み

9

■路面下空洞調査の調査結果

路面下空洞調査の実施状況（2024年度・国土交通省）

A：陥没の可能性が高い空洞

B：陥没の可能性が中程度の空洞

C：陥没の可能性が低い空洞

■修繕等の優先度が高い箇所の修繕実施状況

2024年度
調査結果

路面下空洞
4,739箇所

(119箇所)

(2,544箇所)
(2,076箇所)

2025.3末時点

2025.8.25時点

■路面陥没の可能性判定区分の割合

修繕等に
着手済み箇所

修繕等の優先度が
高い箇所※路面陥没の可能性

うち完了

118箇所(99%)119箇所（100%)119箇所Ａ（高い）

45箇所(22%)61箇所(29%)207箇所Ｂ（中程度）

11箇所(44%)19箇所(76%)25箇所Ｃ（低い）

※ うち修繕等の優先度が高い箇所
（埋設物の設置状況や沿道状況などを踏まえて優先度を判断）

空洞確認
箇所

調査延長
(道路延長)

調査対象
延長

(道路延長)

道路
管理者

路面陥没の可能性

Ｃ（低い）Ｂ（中程度）A（高い）

2,544箇所
(25)※

2,076箇所
（207）※

119箇所
（119）※4,739箇所3,079km20,810km

国土
交通省

※ うち修繕等の優先度が高い箇所
（埋設物の設置状況や沿道状況などを踏まえて優先度を判断）
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○ 占用物の健全性などの確認は、関係法令や施設特性等に応じた管理者毎の考え方に基づき実施

○ 新たに設置した「地下占用物連絡会議」の場などを通じて、占用事業者が実施した調査結果を道路管理者と共有

10

地下占用物の調査・修繕状況（2024年度）

調査・修繕状況

対象施設占用物

措置済箇所不具合箇所調査数

ーー745区間3,903区間洞道

電力

7箇所224箇所18,700箇所114,619箇所マンホール

ーー239ｋｍ618ｋｍ洞道

通信

8箇所81箇所78,748箇所790,450箇所マンホール

2,815箇所2,928箇所54,737km258,382km管路ガス

12,521箇所14,113箇所約35万km約79万km※１管路水道

17ｋｍ※３86km※２約2.5万km約50万km管路下水道

■主な地下占用物の調査・修繕状況

※１ 水道統計及び簡易水道統計の延長計
※２ 緊急度Ⅰと判定された延長
※３ 措置未了の箇所については、速やかな措置の実施を要請中 21



○２巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 ○３巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

昨年度からの
着手済施設

増加数
※

昨年度からの
完了済施設

増加数
※

昨年度からの
着手済施設

増加数
※

昨年度からの
完了済施設

増加数
※

山口県内 885 345 82 15
地方公共団体

合計 (51%) (20%) (19%) (3%)

28,537 15,574 1,107 141

(58%) (32%) (14%) (2%)

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

15

全国
地方公共団体

合計
49,011 5,651 5,387 7,852 1,107 141

措置が
必要な
施設数

Ａ

措置に
着手済の
施設数

Ｂ
（Ｂ／Ａ）

措置
完了済の
施設数

Ｃ
（Ｃ／Ａ）

1,726 119 83 438 82

措置
完了済の
施設数

Ｃ
（Ｃ／Ａ）

道路管理者

措置が
必要な
施設数

Ａ

措置に
着手済の
施設数

Ｂ
（Ｂ／Ａ）

山口県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況

20%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山口県内

地方公共団体合計

(2,766)

全国

地方公共団体合計

(118,459)

   2024年度                 2巡目点検(実績)  

2019

15%

2019

16%

2020

18%

2020

21%

2021

23%

2021

24%

2022

23%

2022

22%

2023

20%

2023

16%

27%

(3,819)

43%

(283,338)

61%

(8,579)

50%

(330,812)

12%

(1,674)

7%

(46,527)

0.1%

(14)

0.1%

(604)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山口県内

地方公共団体合計

(14,086)

全国

地方公共団体合計

(661,281)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況（２０２４年度末時点）

３巡目点検（２０２４年度）の点検実施率 ２０２４年度末時点の判定区分

※（ ）内は、2024年度末時点管理施設のうち、2024年度に点検を実施した施設数の合計。

※（ ）内は、2024年度末時点管理施設のうち、2014～2024年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

※判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階
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○２巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 ○３巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

昨年度からの
着手済施設

増加数
※

昨年度からの
完了済施設

増加数
※

昨年度からの
着手済施設

増加数
※

昨年度からの
完了済施設

増加数
※

山口県内 50 24 2 0
地方公共団体

合計 (71%) (34%) (20%) (0%)

1,677 1,044 19 4

(71%) (44%) (6%) (1%)

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

山口県の地方公共団体におけるトンネルの老朽化対策の状況

道路管理者

措置が
必要な
施設数

Ａ

措置に
着手済の
施設数

Ｂ
（Ｂ／Ａ）

措置が
必要な
施設数

Ａ

措置に
着手済の
施設数

Ｂ
（Ｂ／Ａ）

措置
完了済の
施設数

Ｃ
（Ｃ／Ａ）

70 9 10 10 2

措置
完了済の
施設数

Ｃ
（Ｃ／Ａ）

0

全国
地方公共団体

合計
2,371 325 361 299 19 4

15%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山口県内

地方公共団体合計

(25)

全国

地方公共団体合計

(1,141)

   2024年度                 2巡目点検(実績)  

2019

9%

2019

13%

2020

33%

2020

16%

2021

9%

2021

19%

2022

12%

2022

21%

2023

36%

2023

30%

2%

(4)

2%

(161)

51%

(85)

67%

(5,068)

44%

(74)

30%

(2,299)

2%

(4)

0.4%

(27)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山口県内

地方公共団体合計

(167)

全国

地方公共団体合計

(7,555)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況（２０２４年度末時点）

３巡目点検（２０２４年度）の点検実施率 ２０２４年度末時点の判定区分

※（ ）内は、2024年度末時点管理施設のうち、2024年度に点検を実施した施設数の合計。

※（ ）内は、2024年度末時点管理施設のうち、2014～2024年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

※判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階
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○２巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 ○３巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

昨年度からの
着手済施設

増加数
※

昨年度からの
完了済施設

増加数
※

昨年度からの
着手済施設

増加数
※

昨年度からの
完了済施設

増加数
※

山口県内 88 31 0 0
地方公共団体

合計 (84%) (30%) － －

1,766 998 34 0

(64%) (36%) (10%) (0%)

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

0

全国
地方公共団体

合計
2,743 396 339 346 34 0

措置が
必要な
施設数

Ａ

措置に
着手済の
施設数

Ｂ
（Ｂ／Ａ）

措置
完了済の
施設数

Ｃ
（Ｃ／Ａ）

105 29 17 0 0

措置
完了済の
施設数

Ｃ
（Ｃ／Ａ）

道路管理者

措置が
必要な
施設数

Ａ

措置に
着手済の
施設数

Ｂ
（Ｂ／Ａ）

山口県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

1%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山口県内

地方公共団体合計

(2)

全国

地方公共団体合計

(3,192)

   2024年度                 2巡目点検(実績)  

2019

1%

2019

17%

2020

44%

2020

20%

2021

33%

2021

18%

2022

13%

2022

21%

2023

6%

2023

23%

10%

(29)

25%

(4,344)

51%

(142)

60%

(10,396)

39%

(108)

15%

(2,628)

0.1%

(16)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山口県内

地方公共団体合計

(279)

全国

地方公共団体合計

(17,384)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況（２０２４年度末時点）

３巡目点検（２０２４年度）の点検実施率 ２０２４年度末時点の判定区分

※（ ）内は、2024年度末時点管理施設のうち、2024年度に点検を実施した施設数の合計。

※（ ）内は、2024年度末時点管理施設のうち、2014～2024年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

※判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等
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